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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ジョブの履歴を記憶することのできる記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された前記ジョブの履歴の少なくとも一部を履歴ボタンとしてディ
スプレイに表示し、前記ディスプレイに表示された履歴ボタンの数が既定の数である場合
、表示された複数の履歴ボタンの少なくとも一部を新たなジョブの実行に従って前記ディ
スプレイから削除し、実行された前記新たなジョブの履歴に対応する履歴ボタンを表示す
るように制御する表示制御手段と、
　前記表示制御手段によって表示された履歴ボタンが前記ディスプレイから削除されない
ように設定する設定手段と、を有し、
　前記履歴ボタンに対応するジョブの設定内容の少なくとも一部を呼び出すための前記履
歴ボタンの選択操作である第一のユーザー操作であって、前記第一のユーザー操作とは異
なる選択操作である第二のユーザー操作によって前記履歴ボタンが選択されると、前記表
示制御手段はコンテキストメニューを表示し、
　前記コンテキストメニューに対するユーザー操作に応じて、前記設定手段は、前記第二
のユーザー操作によって選択された前記履歴ボタンを前記ディスプレイから削除されない
ように設定することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記コンテキストメニューは、
　前記第二のユーザー操作によって選択された前記履歴ボタンを前記ディスプレイから削
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除されないように設定するための第一のメニュー項目と、
　前記第二のユーザー操作によって選択された前記履歴ボタンを削除するための第二のメ
ニュー項目と、を含むことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記画像処理装置は、
　印刷機能を少なくとも含む第一の機能および第二の機能を有し、
　前記表示制御手段は、
　前記履歴ボタンを表示するための領域において、前記第一の機能を用いて実行されたジ
ョブに対応する履歴ボタン、および前記第二の機能を用いて実行されたジョブに対応する
履歴ボタンの両方を表示可能であることを特徴とする請求項１または２に記載の画像処理
装置。
【請求項４】
　前記設定手段によって設定された前記履歴ボタンは
　前記履歴ボタンの数が前記既定の数である場合に前記新たなジョブを実行したとしても
、前記ディスプレイから削除されないことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に
記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記設定手段により前記設定がなされていないジョブの履歴ボタ
ンを前記ジョブの実行日時順に表示することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項
に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記記憶手段に記憶された前記ジョブの履歴ボタンを一覧で表示
し、前記設定手段により前記設定がなされている前記ジョブの履歴ボタンを他のジョブの
履歴ボタンよりも上に表示することを特徴とする請求項５に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、使用するアプリケーションを選択する画面に前記設定手段により
設定がなされた前記ジョブの履歴ボタンを表示することができることを特徴とする請求項
１乃至６のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記画像処理装置は複数の種類のジョブを実行することができ、
　前記表示制御手段は、前記複数の種類のジョブの履歴を前記ジョブの実行順に表示する
ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記記憶手段はジョブを開始したことに従って、前記ジョブの設定値をジョブの履歴と
して記憶することを特徴とする請求項１乃至８のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記表示制御手段は、前記設定手段により前記設定がなされているジョブの履歴につい
て、前記設定がなされていることが分かるよう表示することを特徴とする請求項１乃至９
のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記記憶手段は、実行されたジョブの種類、前記ジョブの実行日時、前記ジョブの設定
値のうち少なくとも一つを記憶することを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか一項に
記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記表示制御手段は、実行されたジョブの種類、前記ジョブの実行日時、前記ジョブの
設定値のうち少なくとも一つを表示することを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか一
項に記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記画像処理装置は、ユーザを識別する識別手段をさらに有し、
　前記表示制御手段は、前記識別手段により識別されたユーザの前記ジョブの履歴の少な
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くとも一部を履歴ボタンとして表示することを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか一
項に記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　前記表示制御手段は、前記記憶手段に前記ジョブの履歴として記憶された前記ジョブの
設定値のうち、予め決められた設定値から設定値が変更された設定項目の設定値を表示す
ることを特徴とする請求項１乃至１３のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　前記ジョブはコピージョブ、プリントジョブ、スキャンジョブ、ファクスジョブ、ネッ
トワークを介した送信ジョブのうち少なくとも一つの種類のジョブを実行することができ
ることを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項１６】
　前記表示制御手段は、
　前記画像処理装置にユーザーがログインした直後に表示されるメニュー画面に前記履歴
ボタンを表示し、
　前記メニュー画面は、
　前記画像処理装置が有する複数の機能それぞれに対応する複数のアイコンを表示するこ
とを特徴とする請求項１乃至１５のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項１７】
　前記画像処理装置は複数の機能を有し、
　前記記憶手段は、
　前記複数の機能のうちの一つの機能を用いて実行されたジョブを記憶し、
　前記表示制御手段は、
　ジョブを実行した際に用いられた機能が互いに異なる複数のジョブの履歴を表示可能で
あることを特徴とする請求項１乃至１６の記載の画像処理装置。
【請求項１８】
　ジョブの履歴を記憶することのできる記憶ステップと、
　前記記憶ステップに記憶された前記ジョブの履歴の少なくとも一部を履歴ボタンとして
ディスプレイに表示し、前記ディスプレイに表示された履歴ボタンの数が既定の数である
場合、表示された複数の履歴ボタンの少なくとも一部を新たなジョブの実行に従って前記
ディスプレイから削除し、実行された前記新たなジョブの履歴に対応する履歴ボタンを表
示するように制御する表示制御ステップと、
　前記表示制御ステップによって表示された履歴ボタンが前記ディスプレイから削除され
ないように設定する設定ステップと、を有し、
　前記履歴ボタンに対応するジョブの設定内容の少なくとも一部を呼び出すための前記履
歴ボタンの選択操作である第一のユーザー操作であって、前記第一のユーザー操作とは異
なる選択操作である第二のユーザー操作によって前記履歴ボタンが選択されると、前記表
示制御ステップはコンテキストメニューを表示し、
　前記コンテキストメニューに対するユーザー操作に応じて、前記設定ステップは、前記
第二のユーザー操作によって選択された前記履歴ボタンを前記ディスプレイから削除され
ないように設定することを特徴とする画像処理装置の制御方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の画像処理装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログ
ラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、画像処理装置の制御方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ジョブの実行時に当該ジョブの設定や実行日時をジョブの履歴として記憶する画像処理
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装置が知られている。画像処理装置の表示部にジョブの履歴を一覧で表示することで、ユ
ーザは過去に実行したジョブの種類や実行日時、ジョブ実行時の設定を確認することがで
きる（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１０６１０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、画像処理装置の表示部に表示することのできるジョブの履歴の数には限りがあ
る。そのため、表示部に表示されているジョブの履歴の数が上限に達してしまった場合、
新しいジョブの履歴を表示するために、既に表示されているジョブの履歴の表示を一つ削
除しなくてはならない。たとえば、１０個のジョブの履歴を表示することのできる画像処
理装置において、１１個目のジョブが実行された場合、１０個の設定履歴のうちジョブの
実行日時が最も古いジョブの履歴の表示を削除する。そして、新しく実行した１１個目の
ジョブの履歴を表示する。その結果、ユーザがジョブの実行履歴を確認することの多いジ
ョブについて、ジョブの履歴を確認しようとした場合に、当該ジョブの履歴が表示部に表
示されなくなってしまうことがある。
【０００５】
　本発明は、画像処理装置において、ジョブの履歴を表示する場合に、ユーザが見たいジ
ョブの履歴が非表示となってしまうことを防ぐことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に記載の画像処理装置は、ジョブの履歴を記憶することのできる記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された前記ジョブの履歴の少なくとも一部を履歴ボタンとしてディ
スプレイに表示し、前記ディスプレイに表示された履歴ボタンの数が既定の数である場合
、表示された複数の履歴ボタンの少なくとも一部を新たなジョブの実行に従って前記ディ
スプレイから削除し、実行された前記新たなジョブの履歴に対応する履歴ボタンを表示す
るように制御する表示制御手段と、前記表示制御手段によって表示された履歴ボタンが前
記ディスプレイから削除されないように設定する設定手段と、を有し、前記履歴ボタンに
対応するジョブの設定内容の少なくとも一部を呼び出すための前記履歴ボタンの選択操作
である第一のユーザー操作であって、前記第一のユーザー操作とは異なる選択操作である
第二のユーザー操作によって前記履歴ボタンが選択されると、前記表示制御手段はコンテ
キストメニューを表示し、前記コンテキストメニューに対するユーザー操作に応じて、前
記設定手段は、前記第二のユーザー操作によって選択された前記履歴ボタンを前記ディス
プレイから削除されないように設定することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の画像処理装置は、ユーザが見たいジョブの履歴が非表示となって見られなくな
ってしまうことを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態に係る画像処理装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本実施形態に係る画像処理装置の操作部１２の外観を示す図である。
【図３】画像処理装置を起動してログインユーザの画面を表示するまでの処理を示すフロ
ーチャートである。
【図４】本実施形態において、タッチパネル２００に表示される認証画面の一例を示す図
である。
【図５】本実施形態に係る画像処理装置のタッチパネル２００に表示されるホーム画面の
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一例を示す図である。
【図６】本実施形態において、アプリケーションを起動してジョブを実行するまでの処理
を示すフローチャートである。
【図７】本実施形態における、画像処理装置のコピー機能においてコピー画面の一例を示
す模式図である。
【図８】機能毎にデフォルト設定とジョブ実行時の設定を記憶するデータテーブルの一例
を示す模式図である。
【図９】本実施形態において、統合履歴を管理するデータテーブルに登録する内容を決定
するための処理を示すフローチャートである。
【図１０】本実施形態において、統合履歴を表示するためにＨＤＤ１０３に記憶されてい
る統合履歴データテーブルの一例を示す図である。
【図１１】第１の実施形態において、統合履歴の設定履歴に表示される設定値のテキスト
を生成する処理を示すフローチャートである。
【図１２】本実施形態において、ホーム画面に設定履歴を表示するための処理を示すフロ
ーチャートである。
【図１３】本実施形態において、統合履歴からアプリケーションを起動するための処理を
示すフローチャートである。
【図１４】本実施形態において、統合履歴に表示する設定履歴の順序とピン留めのＯＮ／
ＯＦＦを管理するデータテーブルを示す図である。
【図１５】本実施形態において、統合履歴に表示されている設定履歴をピン留めが設定さ
れた場合とピン留めの設定が解除された場合の処理を示すフローチャートである。
【図１６】第２の実施形態において、統合履歴に表示される設定履歴に表示される設定値
のテキストを生成する処理を示すフローチャートである。
【図１７】その他の実施形態において、履歴の表示テキストをアイコンにした場合の設定
履歴を示す模式図である。
【図１８】その他の実施形態において、設定履歴に予め決められた設定項目の設定値を表
示する場合の統合履歴を示す模式図である。
【図１９】その他の実施形態において、予め決められた設定項目のうち、デフォルトの設
定から変更された設定項目について表示をする場合の統合履歴の模式図である。
【図２０】本実施形態において、設定履歴をカスタムボタンとしてメニューに登録する時
の処理を示すフローチャートである。
【図２１】本実施形態において、カスタムボタンとして登録される情報を管理するための
データテーブルの一例を示す図である。
【図２２】その他の実施形態において、複数の設定履歴のピン留め設定を同時に設定する
場合に表示される画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態を詳しく説明する。尚、以下の実施形態は
特許請求の範囲に係る本発明を限定するものではない。また、本実施形態で説明されてい
る特徴の組み合わせの全てが本発明の解決手段に必須のものとは限らない。
【００１０】
　（第一の実施形態）
　図１は、本発明の実施形態に係る画像処理装置１の構成を示すブロック図である。
【００１１】
　制御部１０は、画像処理装置１の各ユニットの動作制御を行う。制御部１０は、ＣＰＵ
１００と、通信ユニット１０１と、ＲＡＭ１０２と、ＨＤＤ１０３と、ＲＯＭ１０４と、
タイマ１０５と、ＦＡＸユニット１０６を備えている。ＣＰＵ１００は、制御部１０全体
を制御している。画像処理装置１はＬＡＮ１１を介してインターネットに接続される。通
信ユニット１０１は、ＬＡＮ１１を通してデータの送受信を行う。ＲＡＭ１０２は、ＣＰ
Ｕ１００が動作するためのシステムワークメモリを提供している。ＨＤＤ１０３はハード
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ディスクドライブで、画像処理装置１を動作させるためのプログラムや文書データ、設定
データを記憶する。ＨＤＤ１０３は、磁気ディスクや光学メディアやフラッシュメモリ等
の記憶媒体であってもよい。また、ＨＤＤ１０３は、画像処理装置１内に存在してなくて
もよい。たとえば、画像処理装置１は、通信ユニット１０１を介して接続される外部のサ
ーバやＰＣ等を記憶媒体として利用しても良い。ＲＯＭ１０４はブートＲＯＭであり、シ
ステムのブートプログラムを格納する。ＣＰＵ１００は、ＨＤＤ１０３にインストールさ
れているプログラムをＲＡＭ１０２に展開し、そのプログラムに基づいて各種制御を行う
。タイマ１０５は、ＣＰＵ１００の指示に従って時間の計測を行い、指示された時間が経
過したらＣＰＵ１００に通知する。ＦＡＸユニット１０６は、電話回線１４を通して、フ
ァクスデータの送受信を行う。
【００１２】
　操作部１２は、制御部１０によって制御され、表示部１２０と入力部１２１で構成され
る。表示部１２０は、ユーザに対して画像処理装置１の情報を表示するためのディスプレ
イである。入力部１２１は、例えばタッチパネル、マウス、カメラ、音声入力、キーボー
ド等のインターフェースを通してユーザからの入力を受け付ける。
【００１３】
　画像処理部１３は、制御部１０によって制御され、画像解析部１３０と、画像生成部１
３１と、画像出力部１３２で構成される。画像解析部１３０は、原稿画像の構造を解析し
、解析結果から必要な情報を抽出する。画像生成部１３１は、原稿を読み取ることで（例
えば、スキャン）、その原稿の画像をデジタル化して画像データを生成してＨＤＤ１０３
に格納する。また画像生成部１３１は、画像解析部１３０が解析した情報を用いて、別の
フォーマットの原稿画像データを生成することもできる。画像出力部１３２は、ＨＤＤ１
０３等に格納されている画像データを出力する。画像出力部１３２は例えば、画像データ
を用紙に印刷したり、通信ユニット１０１を介して接続されている外部デバイスやサーバ
などに画像データを送信したり、画像処理装置１に接続されている記憶媒体に画像データ
を保存する。
【００１４】
　図２は、本実施形態に係る操作部１２の概観図である。
【００１５】
　タッチパネル２００は、液晶表示部であり、液晶表示部上にタッチパネルシートが貼ら
れたものである。タッチパネル２００は、操作画面およびソフトキーを表示するとともに
、表示してあるキーが押されるとその位置情報をＣＰＵ１００に伝える。従って、本実施
形態におけるタッチパネル２００は図１の表示部１２０として機能するとともに、入力部
１２１としても機能する。
【００１６】
　次にユーザにより操作される各種キーやボタンについて説明する。スタートキー２０１
は原稿の読み取り動作の開始を指示する時などに用いられる。スタートキー２０１の中央
部には、緑と赤の２色のＬＥＤ２０２があり、その色によってスタートキー２０１が使え
る状態にあるかどうかを示す。緑色のＬＥＤ２０２が点灯している時、画像処理装置１は
スタートキー２０１の押下を検知したことに従って、ジョブをスタートすることができる
。一方で、赤色のＬＥＤ２０２が点灯している間、画像処理装置１はジョブをスタートさ
せることができない。ストップキー２０３は、画像処理装置１が実行中の処理を停止させ
るためのキーである。テンキー２０４は、数字と文字のボタンで構成されており、コピー
部数の設定や、タッチパネル２００の画面切り替えなどを指示するのに用いられる。ユー
ザモードキー２０５は、画像処理装置１の設定を行う場合に押下される。
【００１７】
　本明細書において、ＣＰＵ１００が対応する画面データと画面制御プログラムをＨＤＤ
１０３または、ＲＡＭ１０２から呼び出し、画面データを表示部１２０に表示することを
「画面を表示する」と記載する。
【００１８】
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　はじめに、図５を用いて、画像処理装置１の表示部１２０に表示されるホーム画面およ
びジョブの設定履歴を表示する統合履歴について説明する。さらに、図１０と図１４を用
いて、ホーム画面の統合履歴５０９に表示される設定履歴の表示内容や表示順を管理する
データテーブルについて説明する。
【００１９】
　図５（Ａ）は、ユーザＡが画像処理装置１にログインしたときに表示されるホーム画面
である。領域５０８には、現在ログイン中のユーザのユーザ名が表示される。
【００２０】
　ホーム画面には、各アプリケーションを起動するためのボタンを表示するメニュー５０
０が表示される。メニュー５００には、デフォルトの設定値が設定された状態でアプリケ
ーションを起動するアプリケーションボタン５０１～５０３が表示される。さらに、メニ
ュー５００には予めユーザが登録した設定値が設定された状態でアプリケーションを起動
するカスタムボタン５０４～５０６が表示される。カスタムボタン５０４～５０６には、
ログインユーザのホーム画面にしか表示がされないマイボタンと、他のユーザがログイン
した場合にもホーム画面に表示される共有ボタンとがある。ユーザは不図示の方法で各カ
スタムボタンをマイボタンとするか、共有ボタンとするかを設定することができる。
【００２１】
　アプリケーションボタン５０１～５０３およびカスタムボタン５０４～５０６のレイア
ウトは、ログインユーザによって不図示の方法で設定される。
【００２２】
　スライダーバー５０７は、メニュー５００を左右にスライドさせて表示部１２０に表示
される領域を変更するのに用いられる。ユーザがスライダーバー５０７を左右に動かす、
矢印ボタン５３０を押下する、メニュー５００の表示領域内でフリック操作を行う等の操
作を行うことで、メニュー５００の非表示の領域が表示部１２０に表示される。
【００２３】
　統合履歴５０９は、画像処理装置１で実行したジョブの設定履歴を表示する領域である
。統合履歴５０９には、ジョブの種類に関係なく、実行されたジョブの設定履歴が実行時
間の新しい順に表示される。図５（Ａ）は、画像処理装置１が一つもジョブを実行してい
ない状態または、統合履歴５０９に表示されていたジョブの設定履歴を全て削除した状態
を表している。画像処理装置１が認証機能をＯＮにしている場合、統合履歴５０９にはロ
グインしているユーザが過去に実行したジョブの設定履歴のみが表示される。また、統合
履歴５０９に表示することのできる設定履歴の個数は予め決められている。設定履歴が統
合履歴５０９に表示することのできる設定履歴の個数の上限まで達した場合、ジョブの実
行日時の最も古い設定履歴が表示されなくなり、かわりに実行日時の最も新しいジョブの
設定履歴が表示される。
【００２４】
　図５（Ｂ）は、図５（Ａ）の状態でユーザＡがコピージョブを実行した後のホーム画面
である。図５（Ｂ）では設定履歴５１０が表示されている。設定履歴５１０は、ジョブの
種類を示すアプリケーションアイコン５１１と、ジョブの実行日時を示すテキスト５１２
、デフォルト設定から設定が変更されている設定項目の設定値を示すテキスト５１３で構
成される。たとえば、設定履歴５１０は、コピーアプリケーションの設定履歴であり、デ
フォルトの設定値から印刷部数２部、カラー印刷、両面印刷の設定が変更された後にジョ
ブが実行されたことを示している。画像処理装置１は設定履歴５１０が押下されたことを
検知して、設定履歴５１０に対応づけて記憶されている設定値が設定された状態でアプリ
ケーションを起動させる。
【００２５】
　図５（Ｃ）は、図５（Ｂ）の状態で、設定履歴５１０とは異なる設定でコピージョブを
実行した後のホーム画面である。設定履歴５１０および５１４はジョブの実行日時の降順
で並び替えられて表示される。ここでは、設定履歴５１０が設定履歴５１４よりも古い履
歴であるため、設定履歴５１０は設定履歴５１４よりも下に表示されている。
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【００２６】
　図５（Ｄ）は、図５（Ｃ）の状態で、さらに送信ジョブを実行した後のホーム画面であ
る。設定履歴５１５は設定履歴５１０および５１４とは異なるアプリケーションであるた
め、設定履歴５１０および５１４とは異なるアプリケーションアイコンで表示される。
【００２７】
　図５（Ｅ）は、図５（Ｄ）の状態で、ユーザが設定履歴５１０を押下して、設定を呼び
出し、設定を変更することなくジョブを実行した後のホーム画面である。同一の設定でジ
ョブが実行された場合、実行日時の古い設定履歴５１０は表示されず、新しい設定履歴５
１６のみが表示される。このように同一の設定を示す設定履歴が複数表示されないように
することで、統合履歴５０９にさまざまな設定の設定履歴を表示することができる。
【００２８】
　図５（Ｆ）は、図５（Ｅ）においてユーザが設定履歴５１４を長押ししたときに表示さ
れる画面である。設定履歴５１４の長押しを検知した場合、画像処理装置１はホーム画面
にコンテキストメニュー５１７を表示する。コンテキストメニュー５１７は選択された設
定履歴について設定を行うためのメニュー画面である。コンテキストメニュー５１７は、
「ピン留め」ボタン５１８、「メニューに登録」ボタン５１９、「削除」ボタン５２０で
構成される。ユーザが設定履歴を長押ししてコンテキストメニュー５１７を表示した後、
一度タッチパネル２００から指を離して、５１８～５２０のいずれかのボタンを押下する
ことで各ボタンに対応する処理が実行される。「ピン留め」ボタン５１８は、選択された
設定履歴の表示が統合履歴５０９から消えないようにするためのボタンである。「メニュ
ーに登録」ボタン５１９は、選択されている設定履歴と同じ設定を有するカスタムボタン
をメニュー５００に表示するためのボタンである。画像処理装置１は「メニューに登録」
ボタン５１９が押下されたことを検知したことに従って、タッチパネル２００にカスタム
メニューの名称とカスタムボタンに表示するコメントを設定する画面を表示する。その後
、当該カスタムボタンをマイボタンとするか、共有ボタンとするかを設定する。本実施形
態では、名称とコメントを設定する画面と、マイボタン、共有ボタンの設定をする画面を
別の画面として説明する。名称、コメントの設定と、マイボタン・共有ボタンの設定が同
じ画面で行えるとしてもよい。これにより、設定履歴として表示されている設定値を呼び
出すためのカスタムボタンをメニュー５００に表示することができる。「削除」ボタン５
２０は、選択されている設定履歴を統合履歴５０９に表示しないようにするためのボタン
である。
【００２９】
　図５（Ｇ）は、図５（Ｆ）において「ピン留め」ボタン５１８が押下された後のホーム
画面である。ピン留めが指示された設定履歴は統合履歴５０９において一番上に表示され
る。さらに、当該設定履歴がピン留めされていることがわかるようにピン留めアイコン５
２１が付与される。ピン留めの設定されている設定履歴が統合履歴５０９に表示されてい
る状態でユーザがジョブを実行した場合、ピン留めが設定されている設定履歴の下に実行
日時の最も新しい設定履歴が表示される。
【００３０】
　本実施形態に係る画像処理装置１は、統合履歴５０９に表示される設定履歴についてピ
ン留めを設定することができる。ユーザがよく設定履歴から呼び出して使う設定履歴につ
いてピン留めの設定することで、当該設定履歴が統合履歴５０９に表示されなくなってし
まうことを防ぐことができる。ピン留めは名称の設定やコメントの入力等の設定が不要で
ある。そのため、ユーザは簡単に設定履歴をよく使う設定として統合履歴５０９に表示す
ることができる。また、ピン留めが設定された設定履歴を他の設定履歴よりも上に表示す
ることで、当該設定履歴を統合履歴５０９から探しやすくすることができる。
【００３１】
　図５（Ｈ）は、図５（Ｇ）においてピン留めが設定されている設定履歴について当該設
定履歴のピン留め設定を解除するときに表示される画面である。画像処理装置１はピン留
めが設定されている設定履歴が長押しされたことに従って、コンテキストメニュー５１７
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を表示する。コンテキストメニュー５１７は「ピン留め解除」ボタン５２２、「メニュー
に登録」ボタン５１９、「削除」ボタン５２０で構成される。ユーザが「ピン留め解除」
ボタン５２２を押下したことに従って、画像処理装置１は当該設定履歴に対応するボタン
ＩＤのピン留め設定を解除して、設定履歴をジョブの実行時間が新しい順にソートしたも
のを統合履歴５０９に表示する。
【００３２】
　図１０は、統合履歴５０９に表示される設定履歴を管理するための統合履歴データテー
ブル１０００の一例である。図１０に示すデータテーブルは、ＨＤＤ１０３に記憶されて
いる。テーブルヘッダーに記されているように、本テーブルはボタンＩＤ、アプリケーシ
ョンＩＤ、データ、ホーム画面に表示する日時と設定値のテキストデータを記憶する。
【００３３】
　ボタンＩＤとは、統合履歴５０９に表示される設定履歴を示すボタンを識別するための
番号である。
【００３４】
　アプリケーションＩＤとは、当該設定履歴がどのアプリケーションに関するものである
かを示す番号である。アプリケーションの種類とアプリケーションＩＤの対応は予め決め
られている。たとえば、コピーアのアプリケーションＩＤは「１０１」、送信のアプリケ
ーションＩＤは「２０１」と決められている。
【００３５】
　データは、当該設定履歴の設定値が記憶されているファイルの名称である。このファイ
ルは各アプリケーションが読み取ることのできる形式のファイルであり、当該ファイルに
はそのアプリケーションで使用する全ての設定の設定値が格納されている。たとえば、コ
ピーであれば、部数や印刷時の白黒・カラーの設定、用紙サイズ等である。
【００３６】
　表示テキストは、統合履歴５０９の設定履歴に表示される日時と設定内容を示すテキス
トである。日時は、当該設定履歴のジョブが実行された日付および時間を示すテキストデ
ータである。設定値は、設定履歴として記憶されている設定のなかで所定の条件を満たす
設定のテキストデータである。たとえば、ユーザがデフォルト設定から変更した設定項目
の設定値である。統合履歴５０９にジョブの実行日時や設定を表示することで、ユーザは
その設定履歴がいつ行ったどのような設定のジョブであるかを思い出しやすくすることが
できる。
【００３７】
　図１０（Ａ）は、図５（Ａ）に対応しており、統合履歴データテーブル１０００にはま
だ設定履歴が登録されていない。
【００３８】
　図１０（Ｂ）は、図５（Ｂ）に対応しており、設定履歴５１０はボタンＩＤ１００１の
データに対応している。ボタンＩＤ１００１は、アプリケーションＩＤが「１０１」のコ
ピーの設定履歴で、設定値を記憶するファイル名は「ｄａｔａ１．ｘｍｌ」、日時テキス
トは「２０１６／１２／１５　１３：０１：２２」、設定値テキストは「２部、カラー、
両面」である。
【００３９】
　図１０（Ｃ）は、図５（Ｃ）に対応しており、設定履歴５１４はボタンＩＤ１００２の
データに対応している。
【００４０】
　図１０（Ｄ）は、図５（Ｄ）に対応しており、設定履歴５１５はボタンＩＤ１００３の
データに対応している。
【００４１】
　図１０（Ｅ）は、図５（Ｅ）に対応しており、設定履歴５１６はボタンＩＤ１００１の
データに対応している。図１０（Ｅ）において、ボタンＩＤ１００１の表示テキストの日
時は、「２０１６／１２／１５　１３：０１：２２」から「２０１６／１２／１８　１２
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：５４：３０」に更新されている。
【００４２】
　図１４は、統合履歴データテーブル１０００で管理される設定履歴の表示順とピン留め
フラグのＯＮ・ＯＦＦを管理するデータテーブル１５００の一例である。当該データテー
ブルはＨＤＤ１０３に記憶されている。
【００４３】
　「順序」の列には各設定履歴を表示する順番が示されている。「ボタンＩＤ」の列には
統合履歴５０９に表示される、設定履歴のボタンＩＤが記憶されている。「ピン留め」の
列には、左に記載されているボタンＩＤの設定履歴のピン留めフラグがＯＮであるかＯＦ
Ｆであるかを示す情報が記憶されている。
【００４４】
　例えば、図１４（Ａ）は図５（Ｅ）に示すホーム画面を表示するときのデータテーブル
１５００である。統合履歴５０９には上位からボタンＩＤ１００１、１００３、１００２
の順で設定履歴が表示されている。即ち、統合履歴５０９には、設定履歴５１６、５１５
５１４の順で設定履歴が表示される。また、いずれのボタンＩＤの設定履歴もピン留めフ
ラグがＯＦＦであるためピン留め設定がなされていない。
【００４５】
　一方で、図１４（Ｂ）は図５（Ｇ）に示すホーム画面を表示するときのデータテーブル
１５００である。ピン留めがＯＮに設定されているボタンＩＤ１００２の設定履歴５１４
が最も上に表示され、その後ボタンＩＤ１００１、１００３の設定履歴が実行日時順に表
示される。
【００４６】
　以下、フローチャートを用いて、画像処理装置１が実行する処理について説明する。
【００４７】
　はじめに、図３と図４を用いて、ユーザが画像処理装置１にログインする処理について
説明する。図３は、本実施形態に係る画像処理装置１を起動してログインユーザの画面を
表示するまでの処理を示すフローチャートである。本フローチャートに記載の処理は、Ｈ
ＤＤ１０３またはＲＯＭ１０４に記憶されたプログラムをＣＰＵ１００が実行することで
実現される。図３に記載の処理は、画像処理装置１の電源がＯＮになったことに従って開
始される。
【００４８】
　ＣＰＵ１００はタッチパネル２００に認証画面を表示する（Ｓ３０１）。図４はタッチ
パネル２００に表示される認証画面の一例である。認証画面は、ユーザ名入力領域４０１
とパスワード入力領域４０２と「ＯＫ」ボタン４０３で構成される。
【００４９】
　ＣＰＵ１００はタッチパネル２００に認証画面を表示した後、ユーザ名とパスワードの
入力を受け付ける（Ｓ３０２）。ＣＰＵ１００はユーザ名入力領域４０１または、パスワ
ード入力領域４０２が押下されたことを検知したことに従って、タッチパネル２００に不
図示のソフトキーボードを表示する。ユーザはソフトキーボードを押下することでユーザ
名やパスワードの入力を行う。ＣＰＵ１００は「ＯＫ」ボタン４０３の押下を検知したこ
とに従って、処理をＳ３０３に進める。
【００５０】
　ＣＰＵ１００が「ＯＫ」ボタン４０３の押下を検知したことに従って、ＣＰＵ１００は
ＨＤＤ１０３に記憶されているユーザ名およびパスワードと、入力されたユーザ名および
パスワードが一致するかを判定する（Ｓ３０３）。入力されたユーザ名およびパスワード
がＨＤＤ１０３に記憶されているユーザ名およびパスワードと一致しなかった場合、ＣＰ
Ｕ１００はタッチパネル２００にエラーメッセージを表示してから、再び認証画面を表示
する（Ｓ３０４）。
【００５１】
　ユーザ名とパスワードが一致した場合、ＣＰＵ１００は、ログイン処理により識別され
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たユーザに紐づく情報をＨＤＤ１０３から呼び出す（Ｓ３０５）。ユーザに紐づく情報と
は、たとえばログインユーザの実行したジョブの履歴を示す情報や、図５に示すメニュー
画面に表示するカスタムボタンに関する情報である。たとえば、図１０に示す統合履歴デ
ータテーブル１０００や図２２に示すカスタムボタン管理データテーブル２３００である
。
【００５２】
　ＣＰＵ１００は認証したユーザを現在ログイン中のユーザとして、ＨＤＤ１０３に記憶
する（Ｓ３０６）。その後、ＣＰＵ１００は呼び出したログインユーザの情報を反映した
ホーム画面をタッチパネル２００に表示する（Ｓ３０７）。
【００５３】
　次に図６から図８を用いて、画像処理装置１にログインしたユーザがジョブを実行する
までの処理について説明する。
【００５４】
　はじめに、図７を用いてユーザが画像処理装置１においてジョブを実行するまでの一連
の動作を説明する。
【００５５】
　ユーザが画像処理装置１にログインした後、タッチパネル２００には図５に示すホーム
画面が表示される。ユーザはホーム画面のメニュー５００から使用するアプリケーション
を選択する。ここでは、ユーザがコピーを選択した場合を例に説明する。
【００５６】
　ユーザは、ホーム画面のメニュー５００に表示されるアプリケーションボタン５０１を
押下する。画像処理装置１は、ユーザによるアプリケーションボタン５０１の押下を検知
すると、タッチパネル２００に図７（Ａ）に示す「コピー」画面７００を表示する。図７
（Ａ）はデフォルトの設定値が設定されている状態の「コピー」画面７００である。
【００５７】
　「コピー」画面７００はカラー、倍率、用紙サイズ、部数の設定値を表示する領域７０
１と、設定を行うボタンで構成される。ボタン７０２は、現在設定されている設定を一覧
で確認するためのボタンである。ユーザがボタン７０２を押下すると、タッチパネル２０
０に現在設定されている設定の詳細が表示される。「カラー選択」ボタン７０３はコピー
を行うときに白黒印刷を行うかカラー印刷を行うかを設定するためのボタンである。「倍
率」ボタン７０４は、コピーを行うときの倍率を設定するためのボタンである。「用紙選
択」ボタン７０５は印刷時に使用する用紙の大きさや種類を設定するためのボタンである
。「仕上げ」ボタン７０６は、印刷後の用紙を排紙するときに、１部毎に排紙位置をずら
すか、ページ毎に排紙位置をずらすか等を設定するためのボタンである。「両面」ボタン
７０７は、コピーを行う時に両面印刷をするか片面印刷をするかを設定するためのボタン
である。「濃度」ボタン７０８は印刷時の濃度を設定するためのボタンである。「原稿の
種類」ボタン７０９は、スキャナで読み取る原稿の種類を設定するためのボタンである。
「ＩＤカードコピー」ボタン７１０は原稿の表と裏の両方を１枚の用紙の片面に印刷する
ための設定を行うためのボタンである。「その他の機能」ボタン７１１は、印刷物にペー
ジ番号や管理番号を付与するための設定等、「コピー」画面７００で設定することのでき
ない項目について設定を行うためのボタンである。「設定の履歴」ボタン７１２は、過去
にユーザが実行したコピージョブの設定を使用するためのボタンである。「よく使う設定
」ボタン７１３は、ユーザが予め登録した設定を設定するためのボタンである。
【００５８】
　図７（Ｂ）は、ユーザがカラー印刷、印刷部数２部、印刷物を１部毎に排紙位置を変え
るソート設定、両面印刷を設定したときの「コピー」画面７００である。ユーザはタッチ
パネルを用いて、設定を行った後にスタートキー２０１を押下する。画像処理装置１は、
スタートキー２０１の押下を検知した場合、タッチパネル２００を介して設定された設定
に従ってジョブを実行する。
【００５９】
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　図６は画像処理装置１がアプリケーションを起動して、ジョブを実行するまでの処理を
示すフローチャートである。図６に記載の処理は、ＨＤＤ１０３またはＲＯＭ１０４に記
憶されたプログラムをＣＰＵ１００が実行することで実現される。
【００６０】
　図６では、メニュー５００において、ユーザがコピーのアプリケーションを選択した場
合を例に説明をする。
【００６１】
　ＣＰＵ１００はメニュー５００に表示されているアプリケーションボタン５０１の押下
を検知したことに従って、図７（Ａ）に示すデフォルトの設定値が設定された「コピー」
画面７００をタッチパネル２００に表示する（Ｓ６０１）。その後、ＣＰＵ１００はユー
ザからコピージョブの設定を受け付ける。
【００６２】
　ＣＰＵ１００は、スタートキー２０１が押下されたかを判定する（Ｓ６０２）。ＣＰＵ
１００はスタートキー２０１の押下を検知するまで、Ｓ６０２に記載の処理を引き続き行
う。
【００６３】
　スタートキー２０１が押下されたと判定されたことに従って、ＣＰＵ１００は設定され
ているジョブの設定をＨＤＤ１０３に記憶する（Ｓ６０３）。図８（Ａ）はコピージョブ
の設定を記憶するためのデータテーブルの模式図である。コピーデータテーブル８００は
ＨＤＤ１０３に記憶されている。コピーデータテーブル８００の１行目のデフォルト設定
８０２はコピー機能のデフォルトの設定値を示しており、２行目の今回の設定８０３はＣ
ＰＵ１００がスタートキー２０１の押下を検知したときに設定されているジョブの設定値
を示している。
【００６４】
　ＣＰＵ１００は、今回の設定をＨＤＤ１０３に記憶したのち、画像処理部１３を制御し
てジョブを実行する（Ｓ６０４）。ＣＰＵ１００は画像処理部１３を制御して「コピー」
画面７００において設定された設定を反映した出力画像を生成する。画像処理装置１は、
生成された出力画像を用紙に印刷する。
【００６５】
　図６では、画像処理装置１がコピージョブを実行する場合を例に説明した。画像処理装
置１が実行するジョブの種類はコピージョブに限らず、送信ジョブやファクスジョブ、プ
リントジョブ、スキャンジョブを実行する場合も同様の処理を行う。たとえば、送信ジョ
ブの実行時には、Ｓ６０３において、ＣＰＵ１００がＨＤＤ１０３に記憶される送信デー
タテーブル１４００に今回の設定値を記憶する。図８（Ｃ）は、送信ジョブに関する送信
データテーブルの一例を示す図である。デフォルト設定１４０２は予め画像処理装置１に
登録された設定値であり、今回の設定１４０３は送信ジョブの実行時に設定されている設
定値である。
【００６６】
　本実施形態では、図６を用いて説明したようにスタートキーの押下を検知して、ジョブ
を開始するタイミングで今回の設定をＨＤＤ１０３に記憶する。従って、統合履歴５０９
には実行が正常に完了したジョブと、通信エラーや用紙切れ、ユーザによるキャンセル操
作によって中断されてしまったジョブの設定履歴が統合履歴５０９に表示される。このよ
うにすることで、ユーザが以前に中断したジョブを再度実行する場合、改めてジョブの設
定を行わなくても当該設定を呼び出すことができるようになる。
【００６７】
　本実施形態では、統合履歴５０９は正常に実行の完了したジョブの設定履歴と、途中で
実行が中断されたジョブの設定履歴の両方を表示するとして説明する。しかし、統合履歴
５０９が正常に完了したジョブの設定履歴のみを表示するとしてもよい。
【００６８】
　図９、１１、１２を用いて、ジョブ実行後に設定履歴を統合履歴５０９に表示するため
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の処理を説明する。
【００６９】
　図９は、画像処理装置１が今回の設定として記憶したジョブの設定から統合履歴データ
テーブル１０００に登録する内容を決定するための処理を示すフローチャートである。
【００７０】
　図９に記載の処理は、ＨＤＤ１０３またはＲＯＭ１０４に記憶されたプログラムをＣＰ
Ｕ１００が実行することで実現される。図９に記載されている処理は、図６に記載の処理
が終了したことに従って、実行される。
【００７１】
　ＣＰＵ１００は、ＨＤＤ１０３に記憶された統合履歴データテーブル１０００に登録さ
れている情報を取得する（Ｓ９０１）。ここで、ＣＰＵ１００は実行したジョブのアプリ
ＩＤを参照し、統合履歴データテーブル１０００から実行したジョブと同じアプリＩＤを
有する設定履歴のデータ列の情報を取得する。
【００７２】
　ＣＰＵ１００は、今回の設定８０３とＳ９０１で取得した統合履歴データテーブル１０
００に記憶されている設定履歴のデータを比較して、今回の設定と同じ設定が統合履歴デ
ータテーブル１０００に記憶されているかを判定する（Ｓ９０２）。
【００７３】
　統合履歴データテーブル１０００に今回の設定と同じ設定の設定履歴がない場合、ＣＰ
Ｕ１００は統合履歴５０９に表示するテキストデータを生成するための処理を実行する（
Ｓ９０３）。Ｓ９０３にてＣＰＵ１００が実行する処理については、図１１を用いて後述
する。
【００７４】
　設定履歴として表示するテキストを生成した後、ＣＰＵ１００は統合履歴データテーブ
ル１０００に登録する内容をＨＤＤ１０３に記憶する（Ｓ９０４）。統合履歴データテー
ブル１０００に登録する内容は、アプリケーションＩＤ、設定データのファイル名、設定
値と実行日時を示すテキストデータ、既存データのあり・なしを示すフラグである。実行
日時を示すテキストデータは、当該ジョブを開始した日時である。既存データのあり・な
しを示すフラグは、Ｓ９０２における判定結果に基づいて決定されるフラグであり、実行
したジョブの設定と同じ設定の設定履歴がＨＤＤ１０３に記憶されているか否かを示すフ
ラグである。Ｓ９０４は、新規に設定履歴を生成するため、既存データのあり・なしフラ
グはなしを示している。
【００７５】
　Ｓ９０２において、今回実行されたジョブの設定と同じ設定を有する設定履歴が統合履
歴データテーブル１０００に記憶されていた場合、ＣＰＵ１００は以下の処理を実行する
。ＣＰＵ１００は、ジョブが実行された日時を示すテキストデータを生成する（Ｓ９０５
）。その後、ＣＰＵ１００は、実行されたジョブと同じ設定を示す設定履歴のボタンＩＤ
、Ｓ９０５において生成したジョブの実行日時を示すテキストデータ、既存データのあり
・なしフラグをＨＤＤ１０３に記憶する（Ｓ９０６）。Ｓ９０６では、実行されたジョブ
の設定が統合履歴データテーブル１０００に記憶されている設定と同じ設定であるため、
既存データのあり・なしフラグはありを示す。
【００７６】
　ＣＰＵ１００は、Ｓ９０４またはＳ９０６に記載の処理を完了した後、図９に示す処理
を終了する。
【００７７】
　図１１は図９のＳ９０３において、ＣＰＵ１００が設定値のテキストを生成する処理を
示すフローチャートである。図１１に記載の処理は、ＨＤＤ１０３またはＲＯＭ１０４に
記憶されたプログラムをＣＰＵ１００が実行することで実現される。
【００７８】
　まず、ＣＰＵ１００はＨＤＤ１０３に記憶された、コピーデータテーブル８００の今回
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の設定８０３とデフォルト設定８０２を比較して、設定値が変更された設定項目があるか
を判定する（Ｓ１１０１）。比較した結果１つ以上の設定項目で設定値が変更されている
場合、ＣＰＵ１００はデフォルトの設定から設定が変更された設定項目があると判定する
。デフォルトの設定から設定値が変更されていない場合、ＣＰＵ１００は本フローチャー
トに記載の処理を終了する。
【００７９】
　デフォルトの設定から設定値が変更された設定項目がある場合、ＣＰＵ１００は設定値
のテキストデータの文字数をカウントするための文字数カウンタＴを初期化して０にする
（Ｓ１１０２）。
【００８０】
　ＣＰＵ１００は、設定値が変更された設定項目のうち、コピーデータテーブル８００の
最も左にある設定項目についてテキストデータ（Ｘ文字）をコピーデータテーブル８００
から取得する（Ｓ１１０３）。今回の場合、部数に差があるので、ＣＰＵ１００は「２部
」というテキストデータを取得する。
【００８１】
　次に、ＣＰＵ１００はこれまでにコピーデータテーブル８００から取得したテキストデ
ータ全体の長さを算出する（Ｓ１１０４）。ＣＰＵ１００は、現在の文字数カウンタＴの
値にＳ１１０３で取得したテキストデータの文字数Ｘを加える処理を実行する。
【００８２】
　ＣＰＵ１００は、Ｓ１１０４において算出された文字数カウンタＴが予め決められた表
示可能なテキストの長さの上限に達しているかを判定する（Ｓ１１０５）。統合履歴５０
９の一つの設定履歴を表示する領域の大きさには限りがある。そのため、一つの設定履歴
に表示することのできるテキストの長さには限界があり、Ｓ１１０５において、ＣＰＵ１
００は取得したテキストデータの長さが表示領域を超えているかを判定する。
【００８３】
　Ｓ１１０５において、取得したテキストデータの長さが表示上限を超えると判断した場
合、ＣＰＵ１００は最後にテキストデータを取得した設定項目について取得したテキスト
データを破棄して、本フローチャートの処理を終了する。
【００８４】
　Ｓ１１０５において、文字数カウンタＴが表示可能な文字の上限に達していない場合、
ＣＰＵ１００はＳ１１０３で取得したテキストデータを統合履歴５０９に表示する設定値
のテキストデータとして記憶する（Ｓ１１０６）。
【００８５】
　ＣＰＵ１００は、デフォルトの設定から設定値が変更された全ての設定項目についてテ
キストデータを取得したかを判定する（Ｓ１１０７）。設定値の変更された設定項目が残
っている場合、ＣＰＵ１００はＳ１１０３～Ｓ１１０７の処理を繰り返し行う。このとき
、Ｓ１１０３において、ＣＰＵ１００はまだテキストデータを取得していない設定項目の
うち、コピーデータテーブル８００の最も左にある設定項目についてテキストデータを取
得する。デフォルトの設定から設定値が変更された全ての設定項目について処理を行った
場合、ＣＰＵ１００は本フローチャートに記載の処理を終了する。図８（Ａ）に示すコピ
ーデータテーブルでは、「２部、カラー、両面」までがテキストデータとして生成される
。
【００８６】
　図１１では、設定が変更された設定項目の数が多く、変更のある全ての設定項目につい
て設定履歴に表示することができない場合、設定履歴に表示可能な文字数を超える設定項
目については表示を行わない。しかし、全ての設定項目について変更後の設定値を表示し
ない場合、設定履歴の設定値を示すテキストの最後に「・・・」のようなインジケータを
付加することとしてもよい。また、インジケータではなく、「その他」という文字列を表
示して、表示されている設定項目以外にも設定の変更された設定項目があることをわかる
ようにすることとしてもよい。
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【００８７】
　図１２は画像処理装置１が今回の設定を設定履歴として統合履歴５０９に表示するまで
の処理を示すフローチャートである。図１２に記載の処理は、ＨＤＤ１０３またはＲＯＭ
１０４に記憶されたプログラムをＣＰＵ１００が実行することで実現される。図１２に示
す処理は、ユーザがジョブを実行した後に、タッチパネル２００がホーム画面を表示する
ときにＣＰＵ１００が実行する処理である。
【００８８】
　ＣＰＵ１００は、図９のＳ９０４またはＳ９０６においてＨＤＤ１０３に記憶された情
報を読み出す（Ｓ１２０１）。
【００８９】
　次に、ＣＰＵ１００はＳ１２０１において読み出したデータの既存データのあり・なし
フラグをチェックする（Ｓ１２０２）。既存データなしの場合、ＣＰＵ１００は統合履歴
データテーブル１０００に空きがあるかを判定する（Ｓ１２０３）。統合履歴データテー
ブルに空きがある場合、ＣＰＵ１００は後述するＳ１２０５の処理を実行する。
【００９０】
　統合履歴データテーブルに空きがない場合、ＣＰＵ１００はピン留めされていない設定
履歴のなかで最も実行日時の古い設定履歴を統合履歴データテーブル１０００から削除す
る（Ｓ１２０４）。Ｓ１２０４において、ＣＰＵ１００はデータテーブル１５００を参照
して、ピン留めがＯＦＦに設定されているボタンＩＤの設定履歴を設定履歴データテーブ
ルから取得する。ＣＰＵ１００は取得した設定履歴の表示テキストからジョブの日時が最
も古い設定履歴を特定し、当該設定履歴を統合履歴データテーブル１０００から削除する
。
【００９１】
　その後、ＣＰＵ１００はＳ１２０１で読み出した情報を統合履歴データテーブル１００
０に登録する（Ｓ１２０５）。Ｓ１２０５において、ＣＰＵ１００は設定履歴に関する情
報を統合履歴データテーブル１０００に登録する際に、ボタンＩＤを付与する。図１０（
Ｂ）は、ＨＤＤ１０３から読み出したデータを統合履歴データテーブル１０００に追加し
た後のデータテーブルを示している。
【００９２】
　Ｓ１２０２において既存データありだった場合、ＣＰＵ１００はＳ１２０１で取得した
設定と同じ設定を有する設定履歴のボタンＩＤを統合履歴データテーブル１０００から特
定する。その後、ＣＰＵ１００は特定したボタンＩＤの設定履歴についてジョブの実行日
時を示すテキストデータを更新する（Ｓ１２０６）。
【００９３】
　Ｓ１２０５またはＳ１２０６の処理の後に、ＣＰＵ１００はデータテーブル１５００を
読み出して、ピン留めがＯＮに設定されている設定履歴があるかを判定する（Ｓ１２０７
）。
【００９４】
　ピン留めがＯＮに設定されている設定履歴が無い場合、ＣＰＵ１００は統合履歴データ
テーブル１０００に記憶されている設定履歴を日付順にソートし、タッチパネル２００に
表示する（Ｓ１２０８）。
【００９５】
　Ｓ１２０７において、データテーブル１５００にピン留めが設定された設定履歴がある
場合、ＣＰＵ１００はピン留めが設定されている設定履歴以外の設定履歴を実行日時の順
でソートする（Ｓ１２０９）。
【００９６】
　ＣＰＵ１００は、ピン留めされている設定履歴の後にＳ１２０７でソートした設定履歴
をタッチパネル２００に表示する（Ｓ１２１０）。本実施例では、ピン留めが設定された
設定履歴が複数ある場合、ＣＰＵ１００はピン留めが設定された日時が新しい設定履歴が
上にくるように表示する。複数の設定履歴にピン留めが設定されている場合に、ピン留め
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が設定されている設定履歴の並び順は上記の順番に限定されてない。例えば、ピン留めが
設定された設定履歴の表示順をユーザが設定するとしてもよい。また、ピン留めが設定さ
れた設定履歴をジョブの実行順に並べるとしてもよい。
【００９７】
　次に、統合履歴５０９に表示されている設定履歴から設定を呼び出すときの処理につい
て説明する。たとえば、タッチパネル２００に図５（Ｂ）に示すホーム画面が表示されて
いるとする。このとき、ＣＰＵ１００は設定履歴５１０を押下したことを検知したことに
従って、タッチパネル２００に図７（Ｂ）に示す「コピー」画面７００を表示する。統合
履歴５０９に表示される設定履歴が押下されたことに従って、押下された設定履歴に対応
づけられた設定値が設定されたジョブの設定の画面がタッチパネル２００に表示される。
【００９８】
　図１３を用いて、統合履歴５０９に表示される設定履歴から設定を呼び出すときの処理
を説明する。図１３に記載の処理は、ＨＤＤ１０３またはＲＯＭ１０４に記憶されたプロ
グラムをＣＰＵ１００が実行することで実現される。図１３は統合履歴５０９からアプリ
ケーションを呼び出す処理を示したフローチャートである。
【００９９】
　ＣＰＵ１００は、統合履歴５０９に表示されている設定履歴が押下されたかを判定する
（Ｓ１３０１）。ＣＰＵ１００は、設定履歴の押下を受け付けるまで、Ｓ１３０１に記載
の処理を行う。
【０１００】
　Ｓ１３０１において、設定履歴の押下を検知した場合、ＣＰＵ１００は押下された位置
にあるボタンのボタンＩＤに紐づけられた設定履歴の設定をＨＤＤ１０３から読み出す（
Ｓ１３０２）。
【０１０１】
　ＣＰＵ１００は、Ｓ１３０２において読み出した設定を反映したジョブの設定画面をタ
ッチパネル２００に表示し、本フローチャートに記載の処理を終了する（Ｓ１３０３）。
【０１０２】
　図１３に記載の処理を実行することで、一度設定した設定をワンタッチで呼び出すこと
ができ、ユーザが過去に実行したジョブと同じ設定を使用するときに再度設定を行う必要
がなくなる。また、ユーザが過去に実行したジョブから少し設定を変更してジョブを実行
したい場合にも、設定履歴から過去の設定を読み出すことでデフォルトの設定から設定を
行う場合と比較して、設定にかかる手間が少なくなる。
【０１０３】
　図２０を用いて、統合履歴５０９に表示されている設定履歴をカスタムボタンとしてメ
ニューに登録するときの処理を説明する。図２０に記載の処理は、ＨＤＤ１０３またはＲ
ＯＭ１０４に記憶されたプログラムをＣＰＵ１００が実行することで実現される。図２０
に記載の処理は、ＣＰＵ１００はコンテキストメニュー５１７の「メニューに登録」ボタ
ン５１９の押下を検知したことに従って、処理を開始する。
【０１０４】
　ＣＰＵ１００は、選択されている設定履歴に関する情報を統合履歴データテーブル１０
００から取得する（Ｓ２２０１）。
【０１０５】
　ＣＰＵ１００は、Ｓ２２０１で取得した情報をカスタムボタンに登録される設定を管理
するカスタムボタン管理データテーブル２３００に登録する（Ｓ２２０２）。図２１にカ
スタムボタン管理データテーブル２３００の一例を示す。カスタムボタン管理データテー
ブル２３００はＨＤＤ１０３に記憶されている。カスタムボタン管理データテーブル２３
００はカスタムボタンを識別するボタンＩＤ、アプリケーションの種類を識別するアプリ
ケーションＩＤ，設定値を格納するフォルダ名を格納するデータ、ボタンの名称、表示さ
れるコメントを格納している。図２１（Ａ）はＳ２２０２において、統合履歴データテー
ブル１０００に登録されていた情報をカスタムボタン管理データテーブルに登録した後の
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データテーブルである。
【０１０６】
　ＣＰＵ１００は、当該カスタムボタンの名称とコメントを入力する画面をタッチパネル
２００に表示する（Ｓ２２０３）。
【０１０７】
　ＣＰＵ１００は、Ｓ２２０３において入力された名称とコメントをカスタムボタン管理
データテーブルに登録する（Ｓ２２０４）。Ｓ２２０４に記載の処理を完了した後、カス
タムボタン管理データテーブルは名称とコメントが登録されて図２１（Ｂ）のようになる
。
【０１０８】
　ＣＰＵ１００は、登録された設定に従って、カスタムボタンを生成しメニュー５００に
カスタムボタンを表示して、本フローチャートに記載の処理を終了する（Ｓ２２０５）。
【０１０９】
　統合履歴５０９に表示される設定履歴をカスタムボタンとしてメニュー５００に表示す
ることで、以前実行したジョブの設定であって、よく使う設定をメニュー５００に登録す
るときに再度ユーザが設定値の設定を行う必要がなくなる。また、カスタムボタンの登録
時には、ボタンの名称やボタンに表示されるコメントを設定することができる。これによ
り、どのカスタムボタンをどのような場面で使用するものなのかを分かりやすくすること
ができる。たとえば、図５（Ａ）のカスタムボタン５０４であれば、契約書をコピーする
ときに使用するカスタムボタンであり、「２部、白黒印刷、片面印刷」の設定がされてい
ることがすぐにわかる。
【０１１０】
　次に、図１５（Ａ）（Ｂ）を用いて統合履歴５０９のピン留めについて説明する。
【０１１１】
　図５（Ｆ）に示すように、ユーザが設定履歴を長押しすると、設定履歴に関する設定を
行うためのコンテキストメニュー５１７が表示される。コンテキストメニュー５１７を表
示するユーザ操作として、長押しを例に挙げたが、ダブルタップや呼出し用のボタンを配
置するなど、コンテキストメニュー５１７の呼び出し方は長押しに限定しない。
【０１１２】
　図１５（Ａ）を用いて、ユーザが統合履歴５０９に表示されている設定履歴のピン留め
を設定する処理を説明する。図１５（Ａ）に記載の処理は、ＨＤＤ１０３またはＲＯＭ１
０４に記憶されたプログラムをＣＰＵ１００が実行することで実現される。また、図１５
（Ａ）に記載のフローチャートは、ＣＰＵ１００がコンテキストメニュー５１７の「ピン
留め」ボタン５１８の押下を検知したことにより開始される。ここでは、統合履歴５０９
のＮ番目に表示されていた設定履歴のピン留め設定がＯＮに設定された場合を例に説明す
る。
【０１１３】
　ＣＰＵ１００は、ピン留め設定がＯＮにされた設定履歴のボタンＩＤを取得する（Ｓ１
６０１）。
【０１１４】
　ＣＰＵ１００は、現在データテーブル１５００の１～Ｎ－１番目に記憶されているボタ
ンＩＤとピン留めフラグを２～Ｎ番目に変更する（Ｓ１６０２）。
【０１１５】
　最後にＣＰＵ１００は、Ｓ１６０１において取得したボタンＩＤをデータテーブル１５
００の１番目に記憶し、当該ピン留めフラグをＯＮにして本フローチャートを終了する（
Ｓ１６０３）。
【０１１６】
　ユーザが統合履歴５０９の一番上に表示されている設定履歴のピン留め設定をＯＮにし
た場合、ＣＰＵ１００はデータテーブル１５００の順序が「１」であるボタンＩＤのピン
留めフラグをＯＮにして処理を終了する。
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【０１１７】
　最後に、本実施形態でピン留めが設定された設定履歴のピン留め設定を解除するときの
処理について図１５（Ｂ）を用いて説明する。図１５（Ｂ）に記載の処理は、ＨＤＤ１０
３またはＲＯＭ１０４に記憶されたプログラムをＣＰＵ１００が実行することで実現され
る。また、図１５（Ｂ）に記載の処理は、ＣＰＵ１００が図５（Ｈ）に示すコンテキスト
メニュー５１７から「ピン留め解除」ボタン５２２の押下を検知したことによって開始す
る。
【０１１８】
　ＣＰＵ１００は、データテーブル１５００からピン留め設定が解除された設定履歴のボ
タンＩＤを取得する（Ｓ１６０４）。たとえば、図５（Ｈ）に示す画面において、「ピン
留め解除」ボタン５２２が押下された場合、ＣＰＵ１００はデータテーブル１５００から
設定履歴５１４に対応するボタンＩＤ「１００２」を取得する。そしてＣＰＵ１００はデ
ータテーブル１５００のボタンＩＤ１００２の設定履歴についてピン留めフラグをＯＦＦ
に設定する。
【０１１９】
　その後、ＣＰＵ１００はデータテーブル１５００にピン留めフラグがＯＮに設定されて
いる設定履歴があるかを判定する（Ｓ１６０５）。
【０１２０】
　ピン留めフラグがＯＮに設定されている設定履歴がない場合、ＣＰＵ１００はデータテ
ーブル１５００に登録されているボタンＩＤの設定履歴をジョブの実行時間順にソートし
てタッチパネル２００に表示する（Ｓ１６０６）。
【０１２１】
　データテーブル１５００にピン留めフラグがＯＮに設定された設定履歴がある場合、Ｃ
ＰＵ１００は当該設定履歴をソートする対象から除く処理を実行する（Ｓ１６０７）。そ
して、ＣＰＵ１００は残った設定履歴をジョブの実行時間順にソートして、ピン留めフラ
グがＯＮに設定されている設定履歴に続けてタッチパネル２００に表示する（Ｓ１６０８
）。
【０１２２】
　統合履歴５０９に表示されている設定履歴のピン留めを設定する際には、カスタムボタ
ンの登録時とは異なり、ボタンの名称やコメントの入力は必要ない。そのため、メニュー
画面からコンテキストメニュー５１７を表示して、「ピン留め」ボタン５１８を設定する
ことで、すぐにピン留めを設定することができる。また、同様に、メニュー画面からコン
テキストメニュー５１７を表示して、「ピン留め解除」ボタン５２２を押下することで、
すぐにピン留めの設定を解除することができる。ピン留め設定はカスタムボタンの登録と
比較して容易に行うことができる。統合履歴５０９に表示された設定履歴について一時的
にピン留めを設定することで当該設定履歴が統合履歴５０９に表示されなくなってしまう
ことを防ぐことができる。一方で、恒常的に使用する設定履歴については、どのような場
面で使う設定なのかが分かりやすいカスタムボタンに登録しておくことで、速やかに使用
したい設定を選択することができる。
【０１２３】
　第１の実施形態では、ジョブの実行に従って、ＣＰＵ１００が当該ジョブの設定履歴を
ホーム画面の統合履歴５０９に表示する。さらに、統合履歴に表示された設定履歴につい
てピン留め設定をすることができる。
【０１２４】
　統合履歴に表示された設定履歴のピン留めを設定することで、ピン留めが設定された当
該設定履歴が統合履歴５０９に表示されなくなってしまうことを防ぐことができ、ユーザ
が当該設定履歴と同様の設定を呼び出すことができるようになる。さらに、ピン留めされ
た設定履歴に続けてその他の設定履歴を表示することで、ピン留めを設定した設定履歴を
探しやすくなる。
【０１２５】
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　（第２の実施形態）
　第１の実施形態では、統合履歴５０９に設定履歴として表示される設定値のテキストデ
ータを生成する際に、設定項目毎にテキストデータを取得して、設定履歴の表示上限を超
えていないかを判定した。そして、設定履歴の表示上限を超える設定項目については変更
後の設定値の表示を行わないこととした。しかし、送信ジョブにおける宛先のように一つ
の設定項目の設定値が長くなる場合に、一つの設定項目の設定値が設定履歴の表示上限を
超えてしまうことが考えられる。この場合、設定履歴に一つも設定値が表示されなくなっ
てしまい、デフォルトの設定値でジョブが実行された設定履歴と当該設定履歴の設定値の
差がわからなくなってしまう。
【０１２６】
　そこで、第２の実施形態では、設定履歴に表示することのできる限界までテキストデー
タを生成して表示する方法について説明する。
【０１２７】
　図１６は、第２の実施形態における、設定履歴の設定値を表示するテキストデータを生
成するための処理を示すフローチャートである。本フローチャートに記載される処理を実
行するためのプログラムはＨＤＤ１０３またはＲＯＭ１０４に記憶されており、ＣＰＵ１
００が当該プログラムを実行することで処理が実現される。
【０１２８】
　図１６では、コピージョブが実行された場合を例に説明する。また、図１６に記載され
ている処理のうち図１１で説明した処理と同様の処理には同じ符号を付与し、異なる処理
についてのみ説明する。
【０１２９】
　ＣＰＵ１００は、コピーデータテーブル８００のデフォルト設定８０２と今回の設定８
０３で設定値が異なる設定項目のうち、コピーデータテーブル８００の最も左にある項目
について、今回の設定の設定値の文字数とテキストデータを取得する（Ｓ１７０１）。例
えば、コピーデータテーブル８００が図８（Ａ）に示すようなテーブルである場合、ＣＰ
Ｕ１００は、「部数」の設定項目について、文字数「２文字」、テキストデータ「２部」
を取得する。
【０１３０】
　ＣＰＵ１００は、文字数カウンタＴの値を一つ大きくする（Ｓ１７０２）。その後、Ｃ
ＰＵ１００は文字数カウンタＴの値が統合履歴５０９の設定履歴に表示することのできる
テキストデータの長さＴｍａｘよりも小さいかを判定する（Ｓ１７０３）。
【０１３１】
　文字数カウンタＴの値がＴｍａｘよりも小さい場合、ＣＰＵ１００はＳ１７０１で取得
したテキストデータから一文字をＨＤＤ１０３に記憶する（Ｓ１７０４）。例えば、ここ
ではＳ１７０１で取得したテキストデータ「２部」のうち「２」を設定値のテキストデー
タとしてＨＤＤ１０３に記憶する。
【０１３２】
　ＣＰＵ１００は、Ｓ１７０１で取得したテキストデータの全ての文字をＨＤＤ１０３に
記憶したかを判定する（Ｓ１７０５）。Ｓ１７０５においてＨＤＤ１０３に記憶されてい
ないテキストデータが有る場合、ＣＰＵ１００は処理をＳ１７０２に戻し残りの文字につ
いて処理を行う。
【０１３３】
　Ｓ１７０３において、文字数カウンタＴの値が設定履歴に表示可能なテキストデータの
文字数以上の値である場合、ＣＰＵ１００は本フローチャートに記載の処理を終了する。
【０１３４】
　第２の実施形態によれば、設定履歴に表示することができる限界まで、ユーザが設定を
変更した後の設定値を表示することができ、より多くの情報を設定履歴に表示することが
できる。また、一つの設定項目の設定値が長くなってしまった場合に、設定履歴に変更後
の設定値がなにも表示されないということが起こらないようにすることができる。
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【０１３５】
　（その他の実施形態）
　第１および第２の実施形態では、デフォルトの設定から変更があった設定項目について
変更後の設定値のテキストデータを設定履歴に表示する。デフォルトの設定から設定の変
更された設定項目について、変更後の設定をアイコンで表すこととしてもよい。例えば、
図１７の設定履歴１８０４のように、読み取り原稿のサイズが複数あることを示す原稿混
載設定やステイプル有りなしをアイコン１８０５、１８０６で表すこととしてもよい。さ
らに、変更後の設定を示すときに、テキストとアイコンの両方を用いてもよい。
【０１３６】
　第１および第２の実施形態では、デフォルト設定から変更があった設定項目についての
み設定履歴に変更後の設定値を表示した。予め決められた設定項目について、設定の変更
の有無にかかわらず表示を行うこととしてもよい。例えば、コピー機能の利用時には部数
、カラー設定、片面／両面設定の設定値を設定履歴に表示すると決められている場合、タ
ッチパネル２００には図１８に示すような統合履歴５０９が表示される。設定履歴１９０
１、１９０３～１９０５はいずれもコピー機能に関する設定履歴である。いずれの設定履
歴にも上記の設定項目が必ず表示されている。さらに、設定履歴１９０３、１９０５は、
上記の設定項目に加えて、デフォルトの設定値から設定が変更された設定項目の設定値が
表示されている。
【０１３７】
　第１、第２の実施形態では全ての設定項目のうち、デフォルトの設定から変更があった
設定項目について、設定履歴に表示をした。予め決められた設定項目のうち、デフォルト
の設定から変更のあった設定項目のみを設定履歴に表示することとしてもよい。
【０１３８】
　たとえば、予め決められた設定項目を、どのアプリケーションでも設定される設定項目
であるとする。どのアプリケーションでも設定される設定項目とは、たとえばカラー設定
、片面／両面設定、濃度設定、倍率設定である。このとき、図１９（Ａ）のような統合履
歴５０９が表示される。ここで設定履歴２１０１、２１０３は上記の全ての設定項目の設
定が変更されており、設定履歴２１０５は片面／両面設定のみ設定が変更されたことを示
している。
【０１３９】
　図１９（Ａ）とは反対に、各アプリケーション特有の設定項目を予め決められた設定項
目とすることとしてもよい。たとえば、コピー機能では、部数や印刷用紙のサイズ、Ｎｉ
ｎ１の設定、ステイプルの有無を予め決められた設定項目とし、送信機能では、宛先や同
報送信の件数、送信ファイル形式や画像データの解像度を予め決められた設定項目とする
。このとき、図１９（Ｂ）に示す統合履歴５０９がタッチパネル２００に表示される。設
定履歴２１０７、２１０９は上記の予め決められた全ての設定項目で設定が変更されてい
る。設定履歴２１１１は上記の予め決められた設定項目のうち、原稿サイズのみで設定が
変更されていることを示している。
【０１４０】
　第１および第２の実施形態では、統合履歴５０９に表示される設定履歴を一つ選択して
、選択された設定履歴についてピン留め設定を行うか否かを設定する。統合履歴５０９に
表示されている複数の設定履歴について、同時にピン留めの設定およびピン留めを解除す
る設定を行うことができることとしてもよい。例えば、不図示の方法で図２２に示すピン
留め一括設定画面をタッチパネル２００に表示する。ピン留め一括設定画面には、統合履
歴５０９に表示される設定履歴に対してピン留め設定のＯＮ・ＯＦＦを入力するためのチ
ェックボックス５２３～５２５が表示される。既にピン留めが設定されている設定履歴の
チェックボックスには初めからレ点が表示される。画像処理装置１はチェックボックス５
２３～５２５が押下されたことに従って、チェックボックス５２３～５２５にレ点を表示
する。画像処理装置１は「ＯＫ」ボタン５２６の押下を検知したことに従って、チェック
ボックスにレ点が表示されている設定履歴のピン留めフラグをＯＮに設定する。このよう
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したりすることができる。
【０１４１】
　第１および第２の実施形態では、ピン留めが設定された設定履歴は、他の設定履歴より
も上に表示する。しかし、ピン留めが設定された設定履歴を含めて全ての設定履歴をジョ
ブの実行日時順に表示することとしてもよい。このようにすることで、ピン留めが設定さ
れた設定履歴がどのジョブとどのジョブの間に実行されたものであるかがわかりやすくな
る。
【０１４２】
　第１および第２の実施形態では統合履歴５０９には予め決められた数の設定履歴しか表
示することができないとして説明した。画像処理装置１のＨＤＤ１０３やＲＯＭ１０４等
の記憶装置の容量や各設定履歴に表示される内容に応じて統合履歴５０９に表示すること
のできる設定履歴の数を可変であるとしてもよい。たとえば、予め決められた統合履歴表
示領域に収まる数の設定履歴を表示するとしてもよい。新たに実行されたジョブの設定履
歴が統合履歴表示領域に表示できない場合、統合履歴表示領域に表示されている設定履歴
のうち実行日時が最も古い設定履歴を表示せず、実行されたジョブの設定履歴を表示する
。
【０１４３】
　第１および第２の実施形態では、ジョブが開始したことに従って、今回の設定をＨＤＤ
１０３に記憶した。ジョブの実行が完了されたことに従って、実行が完了したジョブの設
定を今回の設定としてＨＤＤ１０３に記憶することとしてもよい。この場合に、ジョブが
完了した日時をジョブの実行日時として表示することとしてもよい。
【０１４４】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。この場合、そのコン
ピュータプログラム、及び該コンピュータプログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成
することになる。



(22) JP 6808512 B2 2021.1.6

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(23) JP 6808512 B2 2021.1.6

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(24) JP 6808512 B2 2021.1.6

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(25) JP 6808512 B2 2021.1.6

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(26) JP 6808512 B2 2021.1.6

【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】



(27) JP 6808512 B2 2021.1.6

【図２１】 【図２２】



(28) JP 6808512 B2 2021.1.6

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｇ０６Ｆ    3/12     ３７３　        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０６Ｆ    3/12     ３３７　        　　　　　
   　　　　                                Ｂ４１Ｊ   29/42     　　　Ｆ        　　　　　

(56)参考文献  特開２００７－１１６５７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１５－１７４２９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２８３６７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－２０３６００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１１０００２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　１／００　　　　
              Ｂ４１Ｊ　　２９／３８　　　　
              Ｇ０３Ｇ　　２１／００　　　　
              Ｇ０６Ｆ　　　３／１２　　　　
              Ｂ４１Ｊ　　２９／４２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

